
─────────────────────────────────────────── 

平成18年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                       平成18年12月１日 午前10時00分開会、開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
４番 深見 義輝 

５番 坂本 拓史 

日程第２ 会期の決定 19日間 決定 

日程第３ 諸般の報告 議長 報告 

日程第４ 行政報告 市長 説明 

日程第５ 認定第３号 
平成１７年度壱岐市病院事業会計決算認定

について 

厚生常任委員長報告・認定 

本会議・認定 

日程第６ 報告第７号 
平成１７年度壱岐クリーンエネルギー株式

会社に係る経営状況の報告について 
産業経済部長 説明 

日程第７ 議案第133号 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理について 
総務部長 説明 

日程第８ 議案第134号 壱岐市副市長定数条例の制定について 総務部長 説明 

日程第９ 議案第135号 壱岐市税条例の一部改正について 総務部長 説明 

日程第10 議案第136号 
壱岐市水道水源保護条例の一部改正につい

て 
建設部長 説明 

日程第11 議案第137号 
平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第

５号） 
財政課長 説明 

日程第12 議案第138号 
平成１８年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 
市民生活部長 説明 

日程第13 議案第139号 
平成１８年度壱岐市老人保健特別会計補正

予算（第２号） 
市民生活部長 説明 

日程第14 議案第140号 
平成１８年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 
市民生活部長 説明 

日程第15 議案第141号 
平成１８年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号） 
建設部長 説明 

日程第16 議案第142号 
平成１８年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号） 
建設部長 説明 

日程第17 議案第143号 
平成１８年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第２号） 
産業経済部長 説明 

日程第18 議案第144号 
平成１８年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第３号） 
建設部長 説明 

- 5 - 



日程第19 議案第145号 
長崎県後期高齢者医療広域連合の設立につ

いて 
市民生活部長 説明 

日程第20 議案第146号 
長崎県離島医療圏組合規約の変更に関する

協議について 
市民生活部長 説明 

日程第21 議案第147号 
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の変更について 
産業経済部長 説明 

日程第22 認定第４号 
平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について 
財政課長 説明 

日程第23 認定第５号 
平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
市民生活部長 説明 

日程第24 認定第６号 
平成１７年度壱岐市老人保健特別会計歳入

歳出決算認定について 
市民生活部長 説明 

日程第25 認定第７号 
平成１７年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
市民生活部長 説明 

日程第26 認定第８号 
平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
建設部長 説明 

日程第27 認定第９号 
平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
建設部長 説明 

日程第28 認定第10号 
平成１７年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について 
市民生活部長 説明 

日程第29 認定第11号 
平成１７年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
産業経済部長 説明 

日程第30 認定第12号 
平成１７年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について 
産業経済部長 説明 

日程第31 認定第13号 
平成１７年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事

業特別会計歳入歳出決算認定について 
産業経済部長 説明 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

  監査報告 代表監査委員 報告 

────────────────────────────── 

出席議員（25名） 

１番 音嶋 正吾君       ３番 小金丸益明君 

４番 深見 義輝君       ５番 坂本 拓史君 

６番 町田 正一君       ７番 今西 菊乃君 

８番 市山 和幸君       ９番 田原 輝男君 

10番 豊坂 敏文君       11番 坂口健好志君 

12番 中村出征雄君       13番 鵜瀬 和博君 

14番 中田 恭一君       15番 馬場 忠裕君 
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16番 久間  進君       17番 大久保洪昭君 

18番 久間 初子君       19番 倉元 強弘君 

20番 瀬戸口和幸君       21番 市山  繁君 

22番 近藤 団一君       23番 牧永  護君 

24番 赤木 英機君       25番 小園 寛昭君 

26番 深見 忠生君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

２番 町田 光浩君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長  川富兵右ェ門君  事務局次長 山川 英敏君 

事務局係長 瀬口 卓也君   事務局書記 松永 隆次君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 長田  徹君  助役 …………………… 澤木 満義君 

収入役 ………………… 布川 昌敏君  教育長 ………………… 須藤 正人君 

総務部長 ……………… 松本 陽治君  市民生活部長 ………… 山本 善勝君 

産業経済部長 ………… 喜多 丈美君  建設部長 ……………… 中原 康壽君 

消防本部消防長 ……… 山川  明君  郷ノ浦支所長 ………… 鳥巣  修君 

勝本支所長 …………… 米本  実君  芦辺支所長 …………… 山口浩太郎君 

石田支所長 …………… 瀬戸口幸孝君  教育次長 ……………… 久田 昭生君 

病院管理部長 ………… 山内 義夫君  総務課長 ……………… 堤  賢治君 

財政課長 ……………… 久田 賢一君  代表監査委員 ………… 馬渡 武範君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（深見 忠生君）  皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席議員は２５名であり、定足数に達しております。ただいまから平成１８年第

４回壱岐市議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 
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 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（深見 忠生君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、４番、深見義輝議員及び５番、

坂本拓史議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（深見 忠生君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本定例会の会期につきましては、去る１１月２３日に議会運営委員会が開催され、協議をされ

ておりますので、議会運営委員長に対し、協議結果の報告を求めます。牧永議会運営委員長。 

〔議会運営委員長（牧永  護君） 登壇〕 

○議会運営委員長（牧永  護君）  議会運営委員会の報告をいたします。 

 平成１８年第４回壱岐市議会定例会の議事運営について、協議のため、去る１１月２３日、議

会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について御報告いたします。 

 会期日程案につきましては、各議員のお手元に配付しております。本日から１２月１９日まで

の１９日間といたしております。 

 本定例会に提案されます議案等は、報告１件、条例制定１件、条例改正３件、平成１８年度補

正予算８件、平成１７年度決算認定１０件、その他３件、陳情１件、要望３件が提出されており

ます。 

 なお、受理した陳情、要望については、協議の結果、お手元に配付のとおり文書扱いとさせて

いただきます。 

 本日は、会期の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程、説明を

行います。 

 １２月２日から５日まで休会といたしておりますが、一般質問並びに質疑についての通告をさ

れる方は、１２月４日正午までに提出をお願いします。 

 １２月６日は、議案に対する質疑を行いますが、質疑をされる場合は、できる限り事前通告さ

れるようお願いいたします。 

 なお、議案第１４５号の長崎県後期高齢者医療広域連合につきましては、１２月１８日に設立

が予定されていることから、１２月６日の質疑終了後、委員会付託を省略し、全員審査をお願い

したいと思います。 

 他の議案は、質疑終了後、議長より所管の委員会へ審査付託されます。 
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 また、上程議案のうち、平成１８年度一般会計補正予算並びに平成１７年度一般会計決算認定

につきましては、特別委員会を設置して審査すべきということを確認いたしましたのでよろしく

お願いします。 

 １２月７日から８日までの２日間で一般質問を行います。一般質問の方法については、従来ど

おりといたします。 

 なお、同一趣旨の質問については、質問者間で調整をお願いしたいと思います。 

 また、通告書については、質問の趣旨を明確に記載されますようあえてお願い申し上げます。 

 １２月１１日から１３日の３日間を委員会開催日といたしております。 

 長崎県後期高齢者医療広域連合が１２月１８日設立されますと、同日以降、壱岐市議会におい

て広域連合議員の選挙が必要となってくることから、１２月１４日から１８日までを休会とし、

１２月１９日本会議を開催、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議、採決、選挙を行い、全

日程を終了したいと思います。 

 以上が第４回定例会の会期日程案でございます。本定例会の円滑な運営に議員各位の御協力を

賜りますようお願い申し上げ報告いたします。 

〔議会運営委員長（牧永  護君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本

日から１２月１９日までの１９日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から１２月

１９日までの１９日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（深見 忠生君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 平成１８年第４回壱岐市議会定例会に提出され、受理した議案等は２６件、陳情１件、要望

３件であります。 

 次に、監査委員より、例月出納検査並びに住民監査請求による監査結果の報告書が提出されて

おり、その写しをお手元に配付しておりますので、御高覧をお願いします。 

 次に、系統議長会であります。１０月１７日から１９日まで、長崎県市議会議長会の行政調査

が、埼玉県春日部市並びに栃木県日光市において行われ、主として合併後の議会運営等の調査が

行われました。 

 次に、１０月２５日、唐津市において、九州市議会議長会理事会が開催され、事務報告の後、

九州各県より提出の要望議題が協議、採択され、国に対して実行運動がなされることが決定され
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ました。 

 次に、１０月３０日、富山市において、全国民間空港所在都市協議会臨時総会に出席、講演の

後、事務報告、平成１７年度決算の承認、さらに、平成１８年度補正予算の決定がなされたとこ

ろであります。 

 次に、１１月９日、東京都において、長崎県市長会、長崎県市議会議長会主催の地元選出国会

議員に対する共同要望がなされ、澤木助役とともに出席しましたが、基本的な重点項目として、

医師確保対策、新幹線西九州ルートの実現、道州制実現の３項目が提起され、壱岐市からは、

「原油高騰に対する離島航路補助拡充」と「一般廃棄物処理施設の解体撤去支援策」について要

望を行いました。 

 次に、１１月２１日、東京都において、第２５回離島振興市町村議会議長全国大会に出席、大

会宣言の後、要望事項の提案、審議、決定。これを受け、決議がなされ、それぞれ実行運動を行

うことが決定されました。 

 翌２２日、長崎県離島振興市町村議会議長会主催の地元選出国会議員に対する要望行動がなさ

れ、出席をしたところであります。 

 以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料につきましては、事務局

に保管をいたしておりますので、必要な方は御高覧をお願いします。 

 去る１１月１８日提出がありました産業廃棄物島内持ち込みに反対する署名につきましては、

真摯に受けとめ、今後市長とも綿密な連携をとりながら適切なる対応をしてまいりたいと存じま

す。 

 次に、本定例会において、議案等の説明のため、長田市長を初め、教育委員会委員長、代表監

査委員に説明委員として出席を要請しておりますので御了承願います。 

 以上で、私からの報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（深見 忠生君）  日程第４、長田市長から行政報告の申し出がありました。これを許しま

す。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  皆さん、おはようございます。 

 本日、ここに平成１８年第４回市議会定例会を召集いたしましたところ、議員皆様には、御健

勝にて御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、１０月１９日に、兵庫県三木市で開催されました全国消防操法大会におきましては、壱

岐市消防団芦辺地区第１分団がポンプ車操法の部に長崎県代表として出場し、見事８位に入賞、
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優良賞を受賞いたしました。これは、本市にとりましても、大変名誉なことであり、出場されま

した選手を初め、関係者皆様に対し、心から敬意を表する次第でございます。 

 また、１１月１日には、金子知事が来島され、市内の農業、水産業及び原の辻関連施設を視察

されました。視察の折には、頑張っている方々に対しては、県も積極的に支援を行いたいと、そ

ういう激励の言葉を賜りました。 

 １１月１８日に御提出がありました産業廃棄物の島内持ち込みに反対する署名につきましては、

市内の２万人を超す署名を真摯に受けとめ、今後も的確な対応を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 また、さきの臨時会で御承認いただきました本庁舎の位置などにつきましては、１月１日付の

移行に向け、鋭意作業中でございます。市民の皆様がスムーズに市役所を活用できるよう周知徹

底を図りますとともに、今後も行財政改革を推進し、住民サービスの向上及び財政の健全化に向

けて努力してまいる所存でございますので、なお一層の御理解、御協力を賜りますようお願いを

申し上げます。 

 県内の自治体で発覚しております裏金問題などの不正経理につきましては、さきの臨時会でも

申し上げましたように、壱岐市といたしましても、市の内部及び外部の調査を実施しましたが、

調査範囲内においては、かかる実例は見受けられませんでした。調査の経過でございますが、各

部署に対し、それぞれの内部調査の上、報告を求め、その提出を受けると同時に、助役をトップ

とする庁内の調査委員会を設置をいたしました。調査委員会では部内調査とは別に、市内業者に

対する確認調査を実施するよう指示をいたしましたが、その結果についても、そういった実例は

ございませんでした。その後の調査委員会においても、引き続き状況の把握、確認のため、調査

を続けるとともに、指導の徹底を指示したところでございます。 

 現在のところ、幸いにして、預け金などの不正経理は判明いたしておりませんが、今後も適切

な会計処理に努め、より市民の皆様の信頼を得られるよう努めてまいる所存でございます。 

 師走になり、何かとあわただしく、年末年始の宴席などもふえる季節となりました。職員に対

しましては、より一層の綱紀粛正の徹底を図り、公務員倫理に反することのないよう指導してま

いる所存でございます。 

 それでは、前定例会以降、きょうまでの市政の重要事項につきまして、御報告を申し上げ、議

員皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 

市長と語ろう会の開催について。   

 昨年１１月に「市民が主役のまちづくり」を推進するため、市政タウンミーティングを開催し、

所期の目的は達したものの、市長と市民が直接対話するという趣旨からしますと、幾つかの疑問

点や課題が残りました。そこで、今年度は、市民と率直な意見交換を通して、市政への理解を深
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めていただき、市民団体の活発な活動を支援しながら、市民の声を市政に反映させることを目的

として、地域の課題と市への提言というテーマで、市長と本音で語り合う座談会、市長と語ろう

会を９月から１１月にかけて５団体と開催をいたしました。 

 それぞれの団体で、一般市民の立場から大変貴重な御意見、御提案を賜りました。この御意見、

御提案をむだにすることなく、今後の市政に反映させてまいる所存でございます。 

 また、今年度は地方分権時代にふさわしい職員の資質向上を図るとともに、職員のやる気を引

き出し、積極的な政策提案を促すために、市長と若手職員との、市長と語ろう会も職場ごとに実

施したところでございます。 

ふるさと自慢大賞の実施について。   

 市民と行政の協働によるまちづくり事業の一環としまして、ふるさと自慢大賞を募集したとこ

ろ、祭り、地域活動、伝統芸能など、１２点の応募をいただきました。大賞の選考に当たりまし

ては、７名の審査員の方に公平かつ慎重に審査いただきました結果、６団体が入選され、大賞に

は、郷ノ浦町平人触公民館の「ホタル舞飛ぶ里村」が選ばれました。入選されました関係団体の

皆様におかれましては、今後とも地域の連帯を深められ、なお一層の御活躍を御期待申し上げま

す。 

 本市には、まだまだ地域の人々によって大切にはぐくまれた文化や資源など、豊富な地域の宝

が眠っています。市民の身近にありながら、その存在が一部の地域に埋もれているものも少なく

ありません。こうした財産を掘り起こして、その魅力のすばらしさを再発見することにより、地

域の連帯や愛着を一層深めるとともに、市内外に、その魅力を発信し、新たな観光資源などとし

て活用を図りながら、今後とも特色あるまちづくりを推進してまいりたいと考えております。 

離島交流少年野球大会の開催について。   

 去る８月１９日から２０日にかけて佐渡島、屋久島、伊豆大島、対馬島、また壱岐島の５つの

離島の中学生６チームによる国土交通大臣杯、第２回離島交流少年野球大会を計画しておりまし

たが、台風１０号の直撃により、やむなく中止いたしました。しかし、子供たちの熱い希望と夢

をかなえるため、再度計画し、屋久島と伊豆大島からは、残念ながら不参加になりましたが、

１１月４日に、芦辺町壱岐市ふれあい広場において野球大会を開催することができました。大会

前日には、元プロ野球選手の村田兆治氏を招聘し、講演会及び交流会を実施し、離島の子供たち

に夢と希望と勇気を与えていただきました。また、離島間の往来によりまして、交流人口の拡大

と離島の活性化に大いにつながったものと確信いたしております。 

ブライダル推進事業について。   

 独身男女の魅力ある人づくりを進めるとともに、出会いの場を創出するための交流イベントと

して、今年度で第９回目の開催となります「壱岐いきウェディング」を１１月１１日、１２日の
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両日、福岡市で実施したところでございます。今年度も各報道機関や情報誌などで周知したとこ

ろ、大変好評で、島外の女性の申し込みもますますふえて、２５名の定員に対し８１名の応募が

ありました。 

 １日目は、あいにくの悪天候でございましたが、博多湾のナイトクルーズを、２日目には、

シーホークホテルにおいて交流の集いを開催いたしました。壱岐から３０人の男性が参加し、

８組のカップルが誕生しましたので、市としましては、今後ともできる限りのフォローをしなが

ら、温かく見守っていきたいと考えております。 

旧公立病院の解体について。   

 旧公立病院の解体につきましては、伝染病棟についても国の財産処分の承認を得ましたので、

１１月２日に、建物事前調査の現地調査を終わり、また粉じんの事前調査についても１１月

１６日に完了いたしましたので、１１月１７日に解体工事の入札を実施をいたしました。 

 現在工事にかかる承認申請を関係機関へ提出いたしておりますので、承認され次第、着工する

予定でございます。地域住民の皆様におかれましては、工事期間中は何かと御迷惑をおかけする

かと思いますが、迅速に作業を行い、１日も早い工事完了を目指して鋭意努力いたしますので、

御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

原の辻遺跡関連整備事業について。   

 原の辻遺跡復元整備事業につきましては、繰越事業で実施していました建物３棟の復元が完成

し、本年度の整備計画であります復元建物４棟と管理小屋１棟についても工事発注したところで

ございます。 

 ことしは豪雨、台風などの影響により、スケジュールのおくれが出ておりましたが、工事の進

捗に伴い、弥生時代後期ごろの集落のありさまが再現されてきており、来島者のみならず、市民

の関心も高まっているものと感じております。 

 埋蔵文化財センター（仮称）及び一支国博物館（仮称）の建設につきましては、敷地造成工事

の発注を行い、今月より現地の立木伐採などに着手する予定でございます。また、建物設計及び

展示設計につきましては、現在市議会の調査特別委員会においても御協議いただいているところ

でございまして、整い次第、鳥瞰パースなど基本的な設計内容を公表する予定でございます。 

 なお、今後は建物の維持管理に関する協議などを含め、さらに、細かな設計協議を行っていく

予定でございまして、これまでの御意見、御要望等も踏まえながら協議していく所存でございま

す。協議の経過、状況等につきましては、適宜に御報告してまいりますので、さらなる御協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

障害者自立支援法について。   

 本年度障害者自立支援法が制定され、１０月から本格施行となり、障害者がサービスを受ける

- 13 - 



ための介護給付費などの支給申請が逐次なされております。このため５名による認定審査会に審

査を依頼し、１１月末現在で３１件の審査が行われ、区分認定がなされております。なお、今後

につきましても、申請がある都度、審査に付すことにいたしております。 

壱岐市健康づくり計画について。   

 ことし３月に策定しました壱岐市健康づくり計画書、「いきいき健やか２１」の推進につきま

しては、４月から市民の中からお願いをした健康づくりの計画推進委員４０名の方々に検討協議

を重ねていただいたところでございます。１０月末には、これからの市民の健康づくりの輪を広

げる活動を推進していくための壱岐市健康づくり計画推進委員会を開催し、向こう５年間を目標

として計画の推進に取り組んでいくことを確認したところでございます。 

一般廃棄物処理施設整備の実施状況について。   

 一般廃棄物処理施設の施設整備は、汚泥再生処理施設と粗大ごみ及びリサイクル並びに最終処

分場を併設した焼却施設を２地区に分散する形で施設整備を行うことになりましたので、市内の

現廃棄物処理施設１１カ所を中心に適地と思われる場所を総合判定の上で選定し、公民館説明を

開催をいたしました。 

 汚泥再生処理施設につきましては、公民館、皆様方の御理解と御協力を得ることができまして、

現在の郷ノ浦町浄化センター近隣に設置することで、今後計画を進めてまいりたいと考えており

ます。当地区の公民館の皆様には、心より厚く感謝を申し上げる次第でございます。 

 また、焼却関係などの施設は、現在稼働中の施設の中で最適と思われる公民館への説明会、役

員会、先進地視察を開催いたしまして、候補地としての御協力いただきますようお願いをいたし

ております。 

 地域から特に要望されたことは、環境保全対策に万全を期した施設を設置することであれば、

基本的に合意するとの御意見をいただいておりますので、既設の施設以上に厳しい環境基準値に

より、新しい施設の計画を進めていくべきであると考えております。 

 両施設とも新たな施設を設置するには、道路交通網などの環境整備を中心とした地域振興整備

も当然必要となってまいりますので、計画との整合を図りながら年次的に整備してまいりたいと

考えております。市議会におかれましても、全面的な御支援、御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

農業畜産振興について。   

 去る１０月２６日、２７日両日に、長崎市を主会場として開催されました「全国担い手サミッ

トイン長崎」の壱岐地区分科会には、北は岩手、秋田県から、南は鹿児島県など、全国２２県か

ら１９３名の認定農業者を初めとする担い手と、壱岐からの参加者が一堂に会し、交流会を盛会

裏に開催することができました。 
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 また、翌日の視察につきましても、壱岐の農業を知っていただくよい機会となったものと思っ

ております。関係機関を初め、御協力賜りました皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 ことしの農業は、春先からの長雨と梅雨明け後の干ばつ、台風の接近など、気象の影響を強く

受け、肉用牛を除いて、総じて不作の厳しい年となりました。また、ポジティブリスト制度が施

行されて初めて福岡に出荷された壱岐産サヤインゲンの残留農薬検査の結果、使用基準がない農

薬が検出され、出荷制限と、人と環境に優しい長崎県農林漁業推進条例に基づく調査後、該当生

産者圃場のサヤインゲンの廃棄処分が行われました。他の生産者につきましては、調査の結果安

全性が確保されたため、出荷再開となっているところでございます。 

 なお、検出された農薬につきましては、人が摂取しても安全性には問題がないとのことでござ

います。 

 次に、イチゴ栽培農家にとって炭疽病対策が最大の課題となっており、今回、長崎県園芸ビジ

ョン２１パワーアップ事業において「いちご雨よけ育苗施設」が追加対象となりましたので、早

急な対応を図るため、所要の予算を計上いたしております。 

農地等災害について。   

 農地農業用施設等災害につきましては、本年６月及び７月の梅雨前線豪雨による災害申請箇所

全１９７地区の現地査定が終了いたしました。その結果、平均査定率８６.８％及び査定金額、

約２億１,８５０万円となりましたので、早期の復旧工事を進めてまいります。なお、今回の梅

雨前線豪雨災害につきましては、全地区とも補助率の高い激甚災害の指定を受けております。 

水産振興について。   

 水産業を取り巻く環境は、漁業者の高齢化や減少、魚価の低迷、さらには、燃油の高騰と依然

として厳しい状況下にあります。このような中、定着性の高い水産資源の安定的放流による漁業

生産の向上を図り、魚価経営の安定を目指す必要があります。市といたしましても、これまで市

と漁協によりまして、アワビ、ウニ、カサゴなど、主として沿岸における定着性の高い資源の増

産を図るため、放流を重ねてまいりました。 

 このような中、必要な時期に、安定的に、かつ健苗な種苗の供給が必要となるため、かねてか

ら計画推進中でありました壱岐栽培センター（仮称）も、県及び国への計画申請もほぼ終わり、

いよいよ１９年度から施設建設へ一歩前進をいたしたところでございます。 

 この施設での基本的な生産計画につきましては、アワビ６０万個、アカウニ２０万個、カサゴ

１０万匹の予定であり、そのうちアワビにつきましては、既存施設が２６万個の生産能力を有す

るため、新施設では、残りの３４万個の生産能力を有する施設の建設を予定しております。これ

ら施設の整備によりまして、沿岸域での生産性の向上により、魚価経営の安定を目指すものでご

ざいます。 
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神楽殿建設と７００年の夜神楽の舞について。   

 長崎県２１世紀まちづくり推進総合支援事業により、７００年の歴史と伝統を誇る「壱岐夜神

楽」を晩秋の観光の目玉として整備に取り組んでおりますが、このたび住吉神社に神楽殿の整備

を行い、１２月９日までの期間、火、木、土曜日、夜８時半から壱岐神楽保存会皆様の御協力の

もと、神楽を披露いたしております。観客からは感動の声をたくさんいただき、年間通して見せ

てもらいないかとの意見も寄せられております。 

観光イベントと物産展の開催について。   

 ９月２２日から２３日までの広島市での「長崎しま誘客促進事業」による、壱岐、対馬、五島

の３島合同キャンペーンに始まり、長崎夢彩都での物産展、東京日比谷公園での全国合併市町村

夢フェスタ２００６、福岡市での観光物産展などを開催し、土、日曜日開催に加え、好天に恵ま

れたため、好調に推移し、壱岐特産品と観光のＰＲに努めることができました。 

壱岐市観光大使の委嘱について。   

 壱岐市観光大使につきましては、かかる要項を１１月１日付で制定し、同２２日付で広島県在

住の林田ひろみさんに委嘱をしました。林田さんは、宮崎県出身で、仕事の関係で広島に籍を移

し、地元のテレビ、ラジオなどを中心として地域イベントの司会などで活躍しておられます。 

 委嘱に至る経緯につきましては、広島市で開催された３島合同キャンペーン及び福岡市での観

光物産展で司会を務められ、その際に、壱岐のとりこになられた様子で、何か力になれることが

あればとの言葉により今回の選任となりました。 

 観光大使は、壱岐に愛着を持つ壱岐出身者あるいは壱岐に縁のある方で、ボランティアとして

壱岐を国内外に紹介し、観光振興に努めていただける方を選任することといたしております。今

後とも適任と思われる方に対しまして、観光大使の委嘱を行い、より一層の観光振興に努めてま

いる所存でございます。 

土木事業について。   

 平成１８年度事業の道路関係の進捗状況としましては、補助事業３路線のうち２路線を発注い

たしております。起債事業につきましては、１４路線のうち７路線を施工中であり、市単独事業

につきましては、１８路線のうち１２路線について着手いたしております。本年７月の大雨によ

り、床下浸水被害を受けました瀬戸の桜木地区につきましては、排水対策が急がれるため、所要

の予算を計上しております。 

 都市計画事業のまちづくり交付金事業につきましては、道路整備の４路線のうち２路線を発注

いたしております。公共土木施設災害復旧事業につきましては、全体件数６９件のうち、査定が

終わりました５９件中の４７件を発注いたしております。１２月には、残り１０件の査定予定と

なっており、所要の復旧予算を計上いたしております。 
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水道水源保護について。   

 さきの定例会で可決されました水道水源保護条例は、９月２２日に公布、施行をいたしました。

また、市長が定める対象事業として、「廃油処理業の用に供する施設及び自動車分解整備事業の

用に供する洗車施設」を定め、施行規則を１１月１日に公布施行いたしました。水道水源保護審

議会委員委嘱に当たっては、市議会並びに関係者皆様の御理解、御協力により、各町公民館連絡

協議会代表者並びに学識経験者を含む計１０名の方々に、１１月９日に委嘱をいたしました。水

道水源保護区域の指定につきましては、貯水池及び河川取水口から上流地域の６地域について審

議会に諮問をいたし、会議では現地調査などが行われ、慎重な審議がなされております。 

 今後の予定としましては、審議会より答申を受けた後、保護区域指定の縦覧及び公告を行うこ

とにしております。 

公共下水道事業について。   

 ５月に一部地域を除き供用開始しました中央処理区につきましては、引き続き戸別訪問等を行

い、加入促進に努めてまいります。 

漁業集落環境整備事業について。   

 本年度予定の汚水管布設工事及び集落道整備工事につきましては、既に発注も終わり、地域住

民の皆様の御理解、御協力により、予定どおり進捗いたしております。 

 繰越事業の処理場用地造成工事につきましては、盛り土後の圧密状況について観測を続けてお

りましたが、安定を期すため、引き続き工期末まで観測を続けてまいります。また、本体建設工

事につきましては、入札が終わり次第契約締結について追加議案として提案する予定として準備

を進めております。 

合併処理浄化槽設置整備事業について。   

 本年度設置予定基数１２５基に対し、１１月末現在で１２６基の設置希望が申請されておりま

す。しかし、予定した人槽別基数より大型の人槽への設置希望が集中したため、事業費追加の必

要が生じましたので、県へ追加要望をいたしましたところ、承認されましたので所要の予算を計

上をいたしております。 

郷ノ浦給食センターについて。   

 郷ノ浦給食センターにつきましては、開設後４０年が経過し、施設の老朽化が著しく、また狭

いことから、衛生管理や作業効率が非常に悪い状況となっております。このため、平成１１年ご

ろから新しい給食センター建設計画が進められ、建設候補地も数箇所ございましたが、決定する

には至りませんでした。その後、候補地を模索しておりましたところ、元居絵踏埋立地区を予定

地として１１月１４日元居公民館におきまして公民館役員の皆様に説明、お願いをし、建設の方

向で協議を進めております。 
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学校教育関係について。   

 養護学校分教室の開設に向けての進捗状況は、子供の入学及び形態変更を希望されている保護

者に対しまして、個々に面談を行い、要望などを聴取しました。教室及びトイレの改修、改造に

つきましては、間もなく着工の運びとなり、３月９日には工事完了し、その後、備品等の搬入が

行われる旨、県から聞いております。市が対応する校舎出入り口及び体育館出入り口のスロープ

設置、２階の一部改修につきましても、間もなく着工いたします。業者が決まり次第、盈科小学

校並びに保護者に対しまして、工事に関する説明会を開催いたします。 

 いじめが原因と思われる児童生徒の自殺事件が全国で発生しておりますが、市教育委員会では、

まずは、いじめを起こさないための指導を繰り返し行っております。例えば、毎月の定例校長研

修会、定例教頭研修会において、具体的事例を挙げながら未然防止の徹底を期するよう指導して

います。また、毎年、全小中学校を訪問し、一人一人の教員へのマン・ツー・マンの指導を行っ

ております。生徒指導が機能した授業の充実がいじめ防止などにもつながるという基本理念に立

っております。いじめはどこでも起こり得るという認識に立ち、今後も未然防止と早期発見、早

期対応を指導してまいります。 

病院事業について。   

 診療体制について、年度当初から院長以下１５名の常勤医師及び各大学医局からの応援の非常

勤医師による診療体制をとってまいりましたが、１０月から人工透析医師が常勤から非常勤とな

り、現在のところ常勤医師１４名に非常勤医師の応援を得た診療体制をとっております。 

 非常勤医師体制となった人工透析につきましては、壱岐出身で福岡市在住の蓑田先生を招聘い

たしまして、月曜日、火曜日を福岡大学第４内科医師に、金曜日、土曜日を対応していただいて

おります。残りの２日間は、院長を初めとする内科医師によるバックアップ体制、透析を担当す

る看護師、臨床工学技士の専門的技術の修得などによって安全対策をとっております。また、午

後の透析も開始され、患者数も８名から１０名に増加しております。今後も常勤医師による医療

を提供できるよう医師確保に一層の努力を重ねてまいります。 

 経営状況について、総務省地方公営企業アドバイザー派遣事業について説明をいたします。 

 １０月１９日、２０日の２日間にわたり、総務省からの公営企業の経営アドバイザー２名を派

遣していただきまして、壱岐市病院事業の経営診断をお願いし、経営課題などについての助言を

いただきました。市民病院とかたばる病院の連携を密にすることはもちろんのこと、医療福祉の

連携、すなわち２つの病院と老人ホーム、特別養護老人ホーム、精神障害者福祉ホームなどの福

祉施設との融合を図る。市による一体的管理の必要性などの助言を受けております。経営の見直

しが緊急の課題であるこの時期に、外部の第三者からさまざまなアドバイスを受けたことは、現

場の職員ばかりではなく、市の執行部にとりましても極めて有意義であったと思っております。 
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 原価計算による計数管理、一般会計による繰り出し金などの財務問題、組織の問題、人的資源

の有効活用、効率的な病棟運営などについて５０項目余りの助言をいただいておりますので、こ

れにつきましてもスピード感を持って取り組んでまいります。 

 壱岐市民病院経営改善委員会について、平成１７年度決算における市民病院の危機的経営状況

を全職員が真剣に受けとめ、この窮状を何とか打開しようという思いで、９月１４日、院長以下

各部署代表３７名で構成される第１回壱岐市民病院経営改善委員会を発足いたしました。その委

員会におきましては、急務の課題として未収金対策、病棟再編成、精神科病床、病院広報の問題

が提起されました。 

 経営改善委員会の下部組織として設置した各ワーキンググループでは、その課題を詳細に検討

し、具体的な方策を決定して委員会に提言します。その提言を受けた委員会は、提言内容を議論

し、最終方針を決定するようにしております。経営委員会発足後、それぞれの問題について有効

な方策を見出すために各ワーキンググループで討議を重ねております。 

 一般病棟入院基本料、看護職員配置「１０対１」について、この１０対１っていうのは１０人

の患者に対して１人の看護師という意味でございますので、お含み置きいただきたいと思います。 

 ４月の診療報酬改定で、入院基本料が大幅に見直され、平均在院数の短縮や手厚い看護職員配

置を行わなければ高い診療報酬を受けられないように変更されました。このため、各病院は、よ

り上位の入院基本料への移行のため、看護師の確保に動き出し、看護師の争奪が起きております。

このように医師不足に加え、看護師不足も問題となってきております。 

 市民病院におきましても、９月の勤務実績により１０月から既存の「１３対１」から「１０対

１」のワンランク上の入院基本料の承認を得ております。しかしながら、入院基本料の基本条件

である看護職員の月平均夜勤時間数が、７２時間以下であることを満たすことは、現在の３つの

一般病棟では極めて厳しい状況であり、今後病棟再編や看護師配置見直しなどの対策が必要とな

ります。 

 市民病院の診療動向について、４月から１０月までの患者数の動向につきましては、外来患者

数が月平均で、昨年度の３９４.５人を下回り、３７０.９人になっております。入院患者につき

ましては、月平均で、昨年度の１３３.７人を上回って１３８.７人となっております。 

 ４月の診療報酬マイナス改定の影響につきましては、患者１人当たり、１日当たり収益を改定

前と比較いたしますと、外来では診察料、注射料が減となっており、入院では投薬、検査料が減

となっておりますが、手術、リハビリなどでは増となっております。収益面では、入院収益は前

年度９％ほどの増収になっておりますが、外来患者数の減少など、依然として非常に厳しい状況

に変わりなく、今後も経営改善の取り組みの中で、いかにしたら増収を図れるかを模索し、さら

に経費の節減に努めてまいります。 
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 経営アドバイザーの招聘について、病院管理者の選任につきましては、手を尽くして探してお

りましたが、適当な人物が見つからないのが現状であります。市民病院の経営健全化対策並びに

かたばる病院の医療改革による今後の対応等が緊急の課題となっており、早急に指導、助言を受

けるための人材を選考しておりましたところ、壱岐出身で国立病院の事務部長などを長く歴任し、

退職後は民間病院で顧問をされておられる方を経営アドバイザーとして現在打診中でありますの

で、所要の予算を計上いたしております。 

 壱岐市病院事業運営審議会の発足について、さきの定例議会で申しておりました壱岐市病院事

業運営審議会につきましては、１２月２日に第１回の会議を開催する運びとなりました。この審

議会は委員１１名以内で組織するようにいたしており、①地域の公共的団体の代表者、②保健・

医療・福祉機関等の代表者、③学識経験のある方々に委員をお願いをいたしております。 

 諮問事項につきましては、①市立病院の役割に関すること、②現行の経営上の課題と対策に関

すること、③経営形態に関することなどを予定しております。 

消防本部関係について。   

 平成１８年１１月２５日現在の災害発生状況は、火災発生件数１９件、救急出動件数１,２７０件

となっており、昨年同期と比較しますと、火災１７件の減、救急５４件の減となっております。 

 長崎県ドクターヘリの運用が本日から開始をされました。このドクターヘリは長崎医療セン

ターへヘリポートを基地として要請からおおむね５分程度で離陸することになっております。 

 離島からの病院間搬送は、原則として海上自衛隊ヘリ及び長崎県防災ヘリとなっておりますが、

患者の生命にかかわると疑うにたる理由があり、ドクターヘリによる搬送が必要であると医療機

関の医師が判断した場合は、ドクターヘリによる搬送が行われます。なお、ドクターヘリは、昼

間のみの運用であり、日没後は海上自衛隊ヘリでの搬送となります。 

 以上で報告事項を終わりますが、今期定例会に提出されていただきました案件は、予算案件を

初め２６件でございます。どうか十分な御審議をいただき、全議案につきまして御賛同賜ります

ようお願いを申し上げまして開会のあいさつといたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これで行政報告は終わりました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時といたします。 

午前10時51分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 

────────────・────・──────────── 

- 20 - 



日程第５．認定第３号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第５、認定第３号平成１７年度壱岐市病院事業会計決算認定

についてを議題とします。 

 本案の審査は、厚生常任委員会へ審査を付託しておりましたので、その審査結果について、委

員長から報告を求めます。厚生常任委員長お願いします。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 登壇〕 

○厚生常任委員長（近藤 団一君）  厚生常任委員会の審査報告を行います。 

 平成１８年第３回定例会において当委員会に付託されました認定第３号平成１７年度壱岐市病

院事業会計決算認定については、１０月１２日及び１３日の２日間にわたり、壱岐市民病院２階

会議室で審査を行いました。 

 委員会審査報告書。 

 認定第３号平成１７年度壱岐市病院事業会計決算認定について。 

 本委員会に付託された認定第３号平成１７年度壱岐市病院事業決算認定については、審査の結

果、次の意見を付して認定すべきものと決定したので、会議規則第１０３条の規定により報告し

ます。 

 意見。壱岐市民病院は、平成１７年５月１日、郷ノ浦町東触に新築移転したが、平成１７年度

決算額は、病院事業収益２２億９,９６５万円で当初予算額に対し約４億円の減、また未処理欠

損金は、前年度繰越金とあわせて９億３,６８０万円となっている。 

 開業時における外科医の不在等の事由もあったが、病院建設時の事業計画とはかなりの開きが

見られ、このままの経営状態が続けば赤字額は膨らむ一方である。現在未使用の精神病棟２０床

の活用方策など、病院経営改善の検討を早急に行い、赤字の抑制を図られるとともに、市民に信

頼される地域医療の拠点病院として病院経営の健全化に努力されたい。 

 かたばる病院は、国からの移譲を受け、療養型病院として運営されているが、医療制度改革に

より平成２３年度末までに全国の療養型病床が６割に削減されることになっており、また国から

の補助金は、平成２１年度までとなっている。将来のかたばる病院の経営方針については、療養

型病床を有している他の病院も含めた壱岐市の地域医療体制の中で検討し、早目に決定されるよ

う要望いたします。 

 以下、口頭のみですが、全国の自治体病院では、地域に必要な医療を住民の要望にこたえるた

め、へき地医療など不採算部門の診療を行っているため、全体の６割以上が赤字経営となってい

ます。さらに、小児科、産婦人科では、医師不足に苦しんでいます。しかし、このような中でも、

経営改善により赤字経営から脱却し、黒字経営の自治体病院も全国にあります。経営改善につい

て早急な取り組みを望みます。 
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 以上で報告を終わります。 

〔厚生常任委員長（近藤 団一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

 なお、ここで申し上げておきますが、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、

議案内容について提出者に質疑することはできませんので、御参考までに申し上げておきます。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  質疑がないようですので、認定第３号に対する質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。日程第５、認定第３号平成１７年度壱岐市病院事業会計決算

認定について、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（深見 忠生君）  討論がないようですので、討論を終わり、採決します。 

 この採決は、起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定です。この決算は

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（深見 忠生君）  起立多数です。したがって、認定第３号平成１７年度壱岐市病院事業会

計決算認定については、委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．報告第７号～日程第３１．認定第１３号 

○議長（深見 忠生君）  次に、日程第６、報告第７号平成１７年度壱岐クリーンエネルギー株式

会社に係る経営状況の報告についてから、日程第３１、認定第１３号平成１７年度壱岐市芦辺港

ターミナルビル事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで２６件を議題とします。 

 ただいま上程しました議案について、提案理由の説明を求めます。長田市長。 

〔市長（長田  徹君） 登壇〕 

○市長（長田  徹君）  議案説明につきましては、各担当部課長よりさせますのでよろしくお願

いをいたします。 

〔市長（長田  徹君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  報告第７号について御説明を申し上げます。 

 平成１７年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告について。 

 平成１７年度クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条の
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３第２項の規定により、別紙のとおり報告する。本日の提出でございます。 

 ２ページほどめくっていただきまして、壱岐クリーンエネルギー計画の事業経過報告書でござ

いますが、上から４行目の平成１７年１１月２１日に定期株主総会を実施いたしております。そ

れから、下から６行目ぐらいに、平成１８年７月８日から８月２４日というものがございますが、

これは７月の大雨によりまして、瞬時の停電がありました。その関係で、発電機に停電によりま

して湿気が入りまして、機械が発電をすることができませんでした。この間の約４０日間の発電

をしなかったことが、少し本年は電力が少なくなったということでございます。 

 それから、一番下にあります台風１４号による回線の異常も発生をしたというものでございま

す。 

 以上が大体の事業の主なものでございます。 

 ２ページほどめくっていただきまして、Ａ３があるかと思います。平成１７年度の発電事業実

績表でございます。それで、下から４行目に７月と８月の発電電力量が平年からしますと大きく

下回っております。というのが、先ほど申しました湿気が入って発電ができなかったという状況

がございます。年間のトータルでいきますと、ほぼ計画どおりにいっておりまして、大体全体の

計画の８６.２％の発電をすることができたということでございます。 

 それでは、本題に入りたいと思います。決算報告書でございます。 

 まず、ページをめくっていただきまして貸借対照表でございますが、流動資産で８７３万

９,４６３円、それから固定資産で１億５９４万６,５７９円、それから繰延資産といたしまして

１,８９５万５,８０２円、資産の部の合計で１億３,３６４万１,８４４円となっております。 

 負債の部でございますが、流動負債で７０７万９２０円、固定負債で１億１,６７２万

６,０００円、負債の合計が１億２,３７９万６,９２０円となっております。 

 純資産の部の株主資本が９８４万４,９２４円、それから純資産合計も同額でございます。負

債及び純資産の合計といたしまして１億３,３６４万１,８４４円ということになっております。 

 次に、損益計算書でございますが、売上高といたしまして３,２４２万２,５２２円、それから

売上原価といたしまして２,２６２万６,４０３円、売り上げの総利益といたしまして９７９万

６,１１９円となっております。それから、販売及び一般管理費のトータルで４５８万８,７０４円、

営業利益といたしまして５２０万７,４１５円でございます。営業外収益といたしまして

１１７万７,６４９円、それから営業外費用といたしまして３１７万９,９９４円になります。経

常利益といたしまして３２０万５,０７０円となります。それから、特別利益といたしまして、

昨年落雷等で被災を受けておりました保険金が２２５万４,９４５円入っております。当期純利

益といたしまして４７４万１,９１５円ということになります。 

 次に、製造原価の報告書がございますが、これは後で御一読をいただきたいと思います。 
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 それから、最後のページになりますが、株主資本等変更計算書というものが入っておりますが、

これは昨年までは損益剰余金処分についてということになっておりましたけれども、本年会社法

が改正をされまして、こういうふうな名称に変更になっております。 

 前期末の残高といたしまして、資本金１,０００万円ございました。そして、赤字があって純

資産で５１３万円というのが今回入れていきまして４７１万４,９１５円の黒字が出てきました

ので、トータルの赤字が１５万５,０７６円に縮小されたということでございまして、資本金

１,０００万円から、この１５万５,０７６円を引きました資産の部分が９８４万４,９２４円と

いうことになります。 

 以上報告をいたします。よろしくお願いいたします。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  松本総務部長。 

〔総務部長（松本 陽治君） 登壇〕 

○総務部長（松本 陽治君）  議案第１３３号について御説明をいたします。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例。 

 提案理由は記載のとおりでございます。 

 今回の改正内容は、助役制度の見直しがなされまして、助役にかえて副市長を置くとされたこ

とが１つでございます。２つ目に、収入役制度を廃止し、一般職の会計管理者を置くとされたこ

とでございます。それから、３つ目に、吏員制度を廃止して、職員とするとなったことでござい

ます。 

 議案関係資料新旧対照表をごらんいただきたいと思いますが、１ページから１５ページの中で

壱岐市港湾施設管理条例を除く各条例に、「助役」あるいは「助役及び収入役」とあるのを「副

市長」に改める。また、「収入役」とあるのは削除となります。 

 例にとって申し上げますと、４ページ、壱岐市長、助役及び収入役の給与に関する条例では、

第２条、給料の「助役月額６４万円」が「副市長月額６４万円」ということになります。そして、

「収入役月額５７万６,０００円」が削除となります。 

 改正条例本文をごらんいただきたいと思います。改正条例本文の附則でございます。施行日は、

平成１９年４月１日でございますが、収入役に関する経過措置がございます。この条例の規定に

かかわらず、この条例の施行の日、平成１９年４月１日でございますが、施行の日から収入役の

任期満了までの間は、収入役については従前の例によるということになっております。 

 また、第７条の壱岐市港湾施設管理条例では、吏員を職員に改めるものでありますが、地方公

共団体の吏員制度の廃止によって職員に統一されることになり改正をするものでございます。 

 以上が第１３３号についてでございます。 
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 次に、議案第１３４号について御説明を申し上げます。 

 壱岐市副市長定数条例でございます。 

 提案理由は、記載のとおりでございます。 

 議案１３３号で申し上げましたように、助役制度が見直され、助役にかえて副市長を置くこと

となりまして、その定数を条例で定める必要があります。したがって、その定数を１人とするも

のでございます。施行日は、平成１９年４月１日でございます。 

 次に、議案第１３５号について御説明を申し上げます。 

 壱岐市税条例の一部を改正する条例でございます。 

 提案理由は記載のとおりでございます。 

 議案関係資料新旧対照表の１６ページをごらんいただきたいと思います。第２条は、用語の整

理で「市吏員」を「市職員」に改めるものでございます。なお、「徴税吏員」あるいはここには

載っておりませんが、「消防吏員」という用語につきましては、地方税法、消防組織法の中で、

そのまま、また残るために改正はしないこととなります。 

 第５１条は、市民税、７１条は固定資産税、８９条は軽自動車税、９０条は身体障害者等にか

かる軽自動車税、１３９条は特別土地保有税の各減免申請期限を「納期限７日前まで」としてい

たものを「納期限まで」にと改めるものでございます。施行日は平成１９年の４月１日でござい

ます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔総務部長（松本 陽治君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

〔建設部長（中原 康壽君） 登壇〕 

○建設部長（中原 康壽君）  それでは、議案第１３６号壱岐市水道水源保護条例の一部改正につ

いて御説明をいたします。 

 提案理由は記載のとおりでございます。 

 用語の整理のための改正でございますので新旧対照表で御説明をいたしたいと思います。新旧

対照表の２１から２２ページに記載をいたしておりまして、各語句を整理するものでございます。 

 新旧対照表の第２条を見ていただきたいと思いますが、対象事業を行う工場、その他の事業と

いうものの後に、「以下対象事業場」という文言を挿入をしていただきたいと思うものでござい

ます。 

 続きまして、第１３条、そこにアンダーラインを書いておりますが、旧で申し上げますと、

「対象事業を行う事業場」を「対象事業場」というふうに文言をかえるというものでございます。 

 続きまして、その下に、括弧で、「その協議にかかる対象事業を行う事業場」と書いておりま
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すが、これを「対象事業場」という文言の整理をお願いするものでございます。 

 続きまして、次の２２ページになろうかと思いますが、「対象事業を行う事業場」を短縮をい

たしまして、「対象事業場」と改めるものでございます。 

 １６条では、「規制対象事業場」というものがございますが、これの規制を削除いたしまして、

「対象事業場」と改めるものでございます。 

 １７条が、「市長は規制対象事業場」と書いておる文言を「市長は水源保護区域内に対象事業

場」をというように文言の挿入をお願いするものでございます。その後は、「規制対象事業」と、

１７条、１８条はありますが、この規制を削除いたしまして「対象事業場」というように用語の

整理をするための改正でございます。 

 御審議を賜りますように、よろしくお願いいたします。 

〔建設部長（中原 康壽君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  久田財政課長。 

〔財政課長（久田 賢一君） 登壇〕 

○財政課長（久田 賢一君）  議案第１３７号平成１８年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）に

ついて説明いたします。 

 第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に１億９,２０７万円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を２２５億７,０３１万円とします。第２条は地方債の補正で、その内

容につきましては、第２表で説明をいたします。 

 次に、６ページをお開き願います。第２表地方債補正で、事業費の変更などによりまして、そ

れぞれ増減をいたしております。これによりまして、本年度の地方債の総額は３０億７,６６０万

円となります。 

 次に、１２ページをお開き願います。２、歳入、９款地方特例交付金でございます。本年度の

交付決定額にあわせて追加をいたしております。１２款２項負担金でございます。養護老人ホー

ムにおきまして本年度から介護保険が適用されることになりましたので、介護事業の負担金、介

護事業の利用者の負担金を計上いたしております。 

 １３款２項手数料でございますが、家畜診療所の診療件数の増加によりまして診療手数料を追

加いたしております。 

 １４款１項国庫負担金の２目衛生費国庫負担金の過年度精算分は、老人保健事業の前年度の精

算分でございます。３目の災害復旧費国庫負担金は、９月秋雨前線の豪雨、それから台風１３号

によります災害分を計上いたしております。１４款２項国庫補助金の２目衛生費国庫補助金の清

掃費補助金は、合併処理浄化槽の設置補助金で、人槽増による追加でございます。次の住宅費補

助金の減額は、入札残による分を減額いたしております。次の小学校費補助金の１４２万
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５,０００円は、小学校施設の耐震化優先度調査補助金を計上いたしております。 

 次のページをお開き願います。中学校費補助金の減額でございますが、これも耐震化優先度調

査の補助金でございまして、本年度の入札によります執行残を減額いたしております。 

 １５款２項県補助金の１目の総務費の県補助金でございますが、今回の機構改革によります移

転等の経費分といたしまして１,９８８万３,０００円計上いたしております。それから、３節の

児童福祉費補助金２１１万９,０００円の２行目でございます。福祉医療費助成費補助金の追加

でございますが、外来の３歳児から６歳児への引き上げに伴う追加でございます。４目の農林水

産業費補助金でございますが、内示額の変更によりまして、それぞれ増減をいたしておりますが、

一番最後の行のふるさと振興基盤整備事業補助金でございますが、これは壱岐土地改良区内の耕

作道の舗装補助金でございます。補助率は２分の１となっております。 

 次のページをお開き願います。１５款２項県補助金の３節の水産業費補助金の減額でございま

すが、新世紀水産業育成事業補助金の増は、郷ノ浦漁協の冷凍機の購入助成金でございます。そ

れから、漁業集落環境整備事業費補助金の減額は、入札執行残分を減額いたしております。次に、

１５款３項県委託金の３目農林水産業委託金でございますが、農業農村整備事業効果追跡事業委

託は、壱岐北部地区、勝本西部地区の委託金でございます。次の農地水農村環境保全の委託金は、

池田中東地区、湯岳川北地区への分を計上いたしております。 

 １８款２項の基金繰入金の財政調整基金９,５００万円は、財源不足のため繰り入れをいたし

ております。栽培漁業の繰入金は、アワビ種苗センターの分でございまして、運営費の充当財源

として繰り入れをいたしております。 

 次のページをお開き願います。２０款４項の雑入のコミュニティー助成金２６０万円は、郷ノ

浦町渡良南触公民館へのテントの助成、石田支所のふれあいの森広場の遊具整備の助成金でござ

います。日本消防協会初期消火の補助金は、石田町久喜西部婦人防火クラブへの軽可搬の購入助

成金、全国消防操法大会出場助成金は、旧県内の７９市町村からの全国大会への出場の拠出金で

ございます。 

 ２１款の市債でございますが、事業費の変更などによりまして、それぞれ増減をいたしており

ます。 

 次のページをお開き願います。３の歳出でございますが、まず、人件費につきましては、人事

異動によりまして予算の組み替えをそれぞれ行っております。総務費の１目の一般管理費の

１２役務費の中の運搬料でございます。１００万円、これが機構改革の分でございます。５目財

産管理費の修繕料、それから、次の庁舎等の電話移設業務委託料につきましても、機構改革の分

でございます。それから、６目の企画費の１９節の２行目の生活バス路線等運行対策費補助金で

ございますが、県と協調し、印通寺経由芦辺線及び芦辺港線の補助対象経費の２分の１を助成を
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するものでございます。７目情報管理費の１３節につきましても機構改革の分でございます。

１８の備品購入費でございますが、選挙の期日前投票、所要のパソコン４台の購入費でございま

す。 

 次のページをお開き願います。２款２項の２目賦課徴収費の８節の報償費の減額は、実績によ

りまして納期前納付報償金、納税組合の報償金を減額いたしております。 

 ２款３項の戸籍住民基本台帳費の１３節でございますが、これも機構改革によります戸籍の電

算システムの移設料を計上いたしております。 

 次に、２６ページをお開き願います。３款１項社会福祉費の１９節の１行目でございますが、

長崎県後期高齢者医療広域連合設立準備経費として１０２万１,０００円を計上いたしておりま

す。 

 次の２０扶助費の３３０万５,０００円の追加でございますが、市外施設入所者が２名増にな

っておりますので、追加をいたしております。 

 次のページをお開き願います。３款３項の生活保護費の２３節でございます。前年度の精算分

の返納でございます。医療補助費の減によるものでございます。 

 次のページをお開き願います。４款１項４目の病院費で、先ほどの行政報告の中にもございま

した壱岐市病院事業経営アドバイザーの委託料を計上いたしております。４款２項４目の合併処

理浄化槽の設置、整備費でございますが、人槽増によりまして１,２７６万７,０００円追加をい

たしております。 

 次のページをお開き願います。６款１項３目農業振興費の１９節で、イチゴ雨よけ育苗施設の

補助金１４０アール分を計上いたしております。４目の畜産業費の１９節でございますが、内示

変更などによりまして組み替えをいたしております。２５の積立金の減額は、現在基金残高が

１７６頭分ございますので、本年度県への要望が不要となったために全額減額をするものでござ

います。５目の農地費でございますが、農村総合整備事業、土地改良維持管理適正化事業、ふる

さと農道整備事業、里地棚田保全事業につきまして、事業内容の変更により組み替えをいたして

おります。 

 次のページの１５節で、４行目の耕作道舗装工事請負費が壱岐土地改良区内の耕作道の舗装工

事費でございます。１９節の１８４万円は、郷ノ浦東部土地改良区維持管理費を追加いたしてお

ります。６款２項林業費の１３節、２行目、未利用資源施肥試験委託料でございますが、焼酎か

すの施肥試験委託を行うものでございます。 

 ６款３項２目の１９節海藻バンク設置事業負担金は、県営事業の負担金で、勝本町天ケ原沿岸

域の分でございます。次の新世紀水産業育成事業費補助金が郷ノ浦漁協の冷凍機の分でございま

す。 
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 次に、３８ページをお開き願います。８款２項３目の道路橋梁新設改良費でございますが、事

業内容の変更によりまして補助事業、起債事業、交付金事業、それから単独事業について組み替

えを行っております。また、１５節の道路改良単独の事業費で芦辺町瀬戸の桜木地区排水路整備

工事費を計上いたしております。１９節では、県営事業の負担金といたしまして、国道３８２号

線舗装補修事業ほか７事業分を計上いたしております。 

 次のページをお開き願います。８款４項港湾費の１９節でございますが、これも県営事業の負

担金でございまして、勝本町タンス地区防じんフェンス改修事業の分でございます。 

 次のページをお開き願います。９款１項１目の１８節備品購入費の１００万円は、久喜西部婦

人防火クラブの分でございます。４目の防災費の１１節の中に、機構改革によります本庁防災無

線の移設経費の１７６万円が、この中に含まれております。 

 次のページをお開き願います。１０款２項の小学校費の１３節４２７万５,０００円が、市内

小学校１８校の耐震化優先度調査委託料でございます。１０款３項中学校費の１３節が入札の残

分を減額いたしております。１５節工事請負費１００万円は、勝本中学校運動場防球ネットの改

修事業分でございます。 

 次に、４８ページをお開き願います。１０款７項学校給食費の１８節１４０万円は、郷ノ浦町

給食センターのフードスライサーの購入費でございます。１１款１項農林水産施設災害復旧費の

１９節の１,０００万円の減額は、農地等の災害復旧事業の補助金でございまして、要望が少な

いために減額をいたしております。１１款２項の公共土木施設災害復旧費では、補助事業で道路

１２カ所、河川２カ所、単独事業で道路７カ所分を計上いたしております。 

 以上で説明を終わります。 

〔財政課長（久田 賢一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  山本市民生活部長。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 登壇〕 

○市民生活部長（山本 善勝君）  議案第１３８号について御説明申し上げます。 

 平成１８年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億７,７１３万４,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億８,３５０万５,０００円とする。２、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。平成１８年１２月１日提出。 

 ２ページから７ページを割愛させていただきます。 

 ８ページをお開き願います。２、歳入、３款１項国庫負担金４,４８８万円の増でありますが、
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これは医療費の増によるものでございます。負担率３４％でございます。３款２項国庫補助金

１,１８８万円の増でありますが、これは医療費の増によるものでございます。補助率９％。 

 ４款２項県補助金７９２万円の増をいたしておりますが、これも医療費の増によるものでござ

います。補助率６％。 

 ５款１項療養給付費交付金２,４００万円の増でございますが、これは退職者医療費の増によ

るものでございます。 

 ９款１項繰越金８,８４５万４,０００円を計上いたしておりますが、これは今回の補正財源と

して計上いたしております。 

 １０ページをお開き願います。歳出、２款１項療養諸費、補正額１億５,６８１万円を計上い

たしておりますが、これは７０歳以上の前期高齢者の医療者の増加、そして、退職被保険者の増

によるものによる高額医療費の増が主なものでございます。 

 ９款１項償還金及び還付加算金、補正額２,０３２万４,０００円計上いたしておりますが、平

成１７年度分精算による療養給付費分返納金及び退職医療給付費返納金であります。 

 以上で説明を終わります。 

 次に、議案第１３９号について御説明申し上げます。 

 平成１８年度壱岐市の老人保健特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。第

１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,５６７万９,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４１億９,１３３万円とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によ

る。平成１８年１２月１日提出。 

 ８ページをお開き願います。歳入、１款１項支払い基金交付金、補正額１０２万４,０００円、

これは審査支払い件数の増によるものでございます。 

 ２款１項国庫負担金１,７４１万５,０００円の増、これは医療費負担金、平成１７年度分精算

交付増によるものでございます。 

 ４款１項一般会計繰入金７２４万円増をいたしておりますが、これは今回補正の財源不足分と

して一般会計から繰り入れをお願いするものであります。 

 １０ページをお開き願います。歳出、１款１項総務管理費２８万５,０００円の増であります

が、これは交通事故求償額増による手数料の増が主なものでございます。 

 ２款１項医療諸費１０２万４,０００円の増を計上いたしておりますが、これは４月から市民

病院が院外処方を開始したこと等による調剤レセプトの件数の増加によるものでございます。 

 ３款１項償還金２,４３７万２,０００円を計上いたしておりますが、平成１７年度医療費、事

務費、国からの交付金及び県負担金の精算返納金でございます。 
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 以上で説明を終わります。 

 次に、議案第１４０号について御説明申し上げます。 

 平成１８年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,５４０万１,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２５億５,１１１万６,０００円、介護サービス

事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３,３８８万２,０００円とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によ

る。平成１８年１２月１日提出。 

 １０ページをお開き願います。歳入、３款１項国庫負担金３４０万円計上いたしておりますが、

これは高額介護サービス費の増によるものでございます。負担率は２０％でございます。 

 ４款１項支払い基金交付金５２７万円の増を計上いたしておりますが、これも同じく高額介護

サービス費の増でございます。交付率３１％でございます。 

 ５款１項県負担金２１２万５,０００円を計上いたしておりますが、これも同じく高額介護

サービス費の増によるものでございます。負担率１２.５％。 

 ７款１項一般会計繰入金、これは介護給付費の増による市の持ち出し分をお願いするものでご

ざいます。 

 ８款１項繰越金４０８万円計上いたしておりますが、これは今回の補正財源として計上をいた

すものでございます。 

 １２ページをお開き願います。歳出、２款３項高額介護サービス費１,７００万円計上いたし

ておりますが、これは高額介護サービス支給額償還払い分の増が主なものでございます。 

 ３款１項介護予防事業費１５９万９,０００円の減をいたしておりますが、これは介護予防事

業をおくれて本格稼動を１０月から実施したことによる臨時雇い賃金の減、そして、介護予防事

業対象者の減による訪問指導委託料の減が主なものでございます。 

 １８ページをお開き願います。介護サービス事業勘定歳入１款１項予防給付費収入５９７万

８,０００円の減をいたしておりますが、これは介護報酬単価の減及びサービス利用者の減でご

ざいます。 

 ２款１項一般会計繰入金５９９万５,０００円の増でございますが、補正財源不足を一般会計

から繰り入れをお願いするものでございます。 

 ２０ページをお開き願います。歳出、１款１項総務管理費１万７,０００円の増をいたしてお

りますが、これはケアマネージャー研修旅費の増が主なものでございます。 

 ２款１項居宅介護支援事業費、補正額はゼロでございますが、これは財源調整のために計上を

- 31 - 



いたしております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

〔建設部長（中原 康壽君） 登壇〕 

○建設部長（中原 康壽君）  議案第１４１号について御説明を申し上げます。 

 平成１８年度壱岐市の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,３６０万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を、歳入歳出それぞれ１２億５,５３９万６,０００円とする。２、歳入歳出予算の補正の款項

の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正

による。平成１８年１２月１日提出でございます。 

 ８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。まず歳入の内訳を申し上げます。 

 ５款繰入金では、１目１節一般会計繰入金１,０７８万９,０００円の増は、財源不足のための

一般会計からの繰入金をお願いするものでございます。 

 ７款諸収入の１節雑入では、工事補償金の減額が１５１万９,０００円、電気設備災害共済金

では、落雷の保険料で１,４３３万円の増をお願いするものでございます。 

 続きまして、次のページで歳出の内訳を申し上げます。 

 １款総務費１節報酬では、簡易水道事業の評価委員の報酬を４人分計上をいたしております。

それから、９節旅費では、水資源対策の審議委員さんが長崎大学からお見えでございますので、

その旅費を計上させていただいております。２目施設管理費の１１節需用費では１,４３３万円

の内訳といたしましては、先ほど落雷の被害の保険料で、芦辺配水池ほか９カ所の修繕を計上を

いたしております。１５節工事請負費では、水道管の布設工事及び永田ダムのナックの改修と申

しまして、循環機具の改修並びに谷江川河川堰の改修ということで１,５４３万円の追加をお願

いするものでございます。 

 ２款施設整備費で１目簡易水道施設整備事業費、１５節の工事請負費では、勝本浦地区の簡易

水道事業整備工事請負額の執行残を減額いたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第１４２号平成１８年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７８５万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ９億４,５８７万２,０００円とする。２、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

第１表歳入歳出予算補正による。 
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 第２条、地方債の変更は、第２表地方債の補正による。平成１８年１２月１日提出でございま

す。 

 ４ページをお開きをいただきたいと思いますが、地方債の補正で変更といたしまして補正前が

１億８,１９０万円を、今回補正後で８０万円の追加で１億８,２７０万円とするものでございま

す。 

 続きまして、歳入の内訳を申し上げたいと思います。 

 ８ページ、９ページをお開きをいただきたいと思います。 

 ４款県支出金で１目漁業集落排水整備事業補助金１節で２２８万円の内訳といたしまして、漁

業集落環境整備補助金１９０万円、漁村生活環境整備事業費交付金３８万円の増をお願いするも

のでございます。 

 ５款繰入金では、財源不足のために一般会計からの繰入金で２０７万５,０００円の増額をお

願いいたしております。 

 ７款諸収入１目雑入では２７０万円の内訳は各事業所から配管の補償金が入るということで

２７０万円の収入を計上いたしております。 

 ８款市債では、先ほど申し上げましたが、漁業集落環境整備事業で８０万円の増のお願いをい

たしております。 

 続きまして、歳出の方を御説明をいたします。 

 １０ページ、１１ページをお開きいただきたいと思います。 

 １款下水道事業費で、１目一般管理費では、下水道事業追加修正事業委託料として精算した結

果３０万５,０００円の減額、２目施設管理費で１１節の需用費では６３万円の増は、中央処理

区の電気料の増額をお願いいたしております。 

 １款下水道事業で１目施設整備費で１５節下水道建設工事で新郷ノ浦港線の配管がえをいたす

ようにしておりまして、２７０万円を計上しております。 

 それから、２款漁業集落排水整備事業では、１目施設整備費で１３節委託料で６４万２,０００円

の増額は、設計監理委託料といたしまして配水管路の実施設計の分が追加になりましたので

６４万２,０００円の追加をお願いいたしております。１５節工事請負費で４３４万７,０００円の

増額は、終末処理場の機械工事の増額をお願いするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうか御審議を賜りましてよろしくお願いをいたした

いと思います。 

〔建設部長（中原 康壽君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 
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○産業経済部長（喜多 丈美君）  議案第１４３号について御説明を申し上げます。 

 平成１８年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出にそれぞれ１５０万４,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ総額で１億２,２１９万

４,０００円とする。本日の提出でございます。 

 ８、９ページをお開きをいただきたいと思います。歳入といたしまして、一般会計からの繰入

金を１５０万４,０００円いただくようにいたしております。 

 次のページでございますが、１款運行費１項運行管理費、需用費で１５０万４,０００円を計

上いたしております。これは燃料費の値上げによるものでございまして、当初９２７万円を予定

をいたしておりましたけれども、最終的に１,１００万円程度かかりそうだということで、今回

補正をするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

〔建設部長（中原 康壽君） 登壇〕 

○建設部長（中原 康壽君）  議案第１４４号について御説明を申し上げます。 

 平成１８年度壱岐市水道事業会計補正予算（第３号）、第１条、平成１８年度壱岐市水道事業

会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。収益的収入及び支出、第２条、予算第

３条の収益的支出の予定額を次のとおり補正する。支出、１款水道事業費費用、既設予算１億

４,１６９万４,０００円に２３５万円を追加し、計１億４,４０４万４,０００円とする。第１項

営業費用で、既設予定額１億２,６９４万６,０００円に２３５万円を追加し１億２,９２９万

６,０００円とする。本日の提出でございます。 

 ４ページ、５ページをお開きいただきたいと思います。 

 収益的支出の部で、１款水道事業費用で２３５万円の増でございますが、営業費用の内訳とい

たしまして、１目原水及び浄水費で１６０万円の補正を、２目排水及び給水費で７５万円の増額

で、計２３５万円の増額とする。 

 平成１８年度壱岐市水道事業会計資金計画（第３号）の内容でございますが、事業費の増でご

ざいますので、中間ほどにあります事業費が、補正前が９,５０３万６,０００円、追加の

２３５万円で計９,７３８万６,０００円となるものでございます。 

 続きまして、８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。 

 収益的支出の支出の部で、１款水道事業費用６節動力費で１６０万円、水源施設電力量の増で

ございますが、三島地区及び本土地区の水源地の電気料の増額をお願いいたしております。同じ

く、６節の委託料の７５万円でございますが、マッピングデータ修正委託料といたしまして
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７５万円の追加でございます。なお、マッピングデータとは、配管図作成のための現地踏査分の

追加をお願いいたしているところでございます。 

 どうか御審議の賜りまして、よろしく御承認賜りますようによろしくお願いをしたいと思いま

す。 

〔建設部長（中原 康壽君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。 

午後０時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（深見 忠生君）  再開します。 

 山本市民生活部長。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 登壇〕 

○市民生活部長（山本 善勝君）  議案第１４５号について御説明申し上げます。 

 長崎県後期高齢者医療広域連合の設立について、次の事務を処理するため、別紙のとおり規約

を定め、長崎県後期高齢者医療広域連合を設立するものであります。広域連合の事務は、以下の

とおりであります。平成１８年１２月１日提出。 

 提案理由は、記載のとおりでありますが、高齢者の医療の確保に関する法律が、平成２０年

４月１日から施行されることとなり、長崎県でも全市町村が加入する長崎県後期高齢者医療広域

連合を設立しようとするものであります。 

 次のページをお開き願います。長崎県後期高齢者医療広域連合規約（案）でありますが、名称

を長崎県後期高齢者医療広域連合とし、長崎県を区域として県内の全市町村で組織するとされて

います。第４条で記載のとおり事務を行います。事務所は、長崎市内に置くとされています。第

５条で広域計画の策定について記載されています。第７条で広域連合議員の定数は２９人とされ

ています。第８条で、広域連合議員の選出については、壱岐市は壱岐市議会において当該議員の

うちから選挙によって１人を選出することになっています。任期は当該市町村の議会の議員とし

ての任期とされています。欠員となったときは、速やかに選挙しなければなりません。 

 次のページをお開き願います。第１０条で広域連合議員の中から議長、副議長を１人選挙する

となっています。任期は、広域連合議員の任期となっております。第１１条、広域連合の執行機

関の組織として、各市町のうちから広域連合長、副広域連合長２人を置き、任期は４年でありま

す。そして、第１２条の職員のうちから会計管理者１人を置くとされています。第１５条、選挙

管理委員会でありますが、広域連合に区域内の市町村の選挙権を有する者の中から広域連合の議

会において４人の選挙委員会を選挙するとなっており、任期は４年とされています。第１６条で
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監査委員として一般市民から１名、広域連合議員のうちから１人を選任するとされています。 

 次のページをお開き願います。第１７条は、広域連合の経費の支弁の方法であります。 

 附則、施行期日として、この規約は長崎県知事の許可のあった日とし、第１１条及び１３条中、

会計管理者に関する規定は、平成１９年４月１日から施行するものであります。 

 そこで、お願いでございますが、議員選出は、広域連合設立後に行うとなっており、広域連合

設立については、長崎県知事の許可が必要です。結果といたしまして、１２月１１日までに各市

町村で連合設立の議決が得られれば、１２月１８日、広域連合設立の見通しとのことであります

のでよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

 次に、議案第１４６号について御説明申し上げます。 

 長崎県離島医療圏組合規約の変更に関する協議について、長崎県離島医療圏組合規約の一部を

別紙のとおり変更することについて、次の県及び関係市町と協議するものとする。長崎県五島市、

対馬市及び新上五島町、平成１８年１２月１日提出。 

 提案理由については記載のとおりであります。 

 次ページをお開き願います。長崎県離島医療圏組合規約の一部を変更する規約の変更内容です

が、次ページの新旧対照表をごらん願います。第４条、組合の共同処理する事務でありますが、

訪問看護ステーション事業と居宅介護支援事業を平成１８年４月に改正された介護保険法条文に

あわせるために改めるものでございます。第６条、組合の議会の組織及び選挙の方法であります

が、地方自治法の一部改正による市町村の助役にかえて副市町村長を置くものとされたことによ

り、助役を副市長に改め、第７条、議員の任期等でありますが、同じく助役の文言について、変

更の必要が生じたため、改めるものであります。 

 附則、この規約は平成１９年４月１日から施行する。ただし、この規約による変更後の長崎県

離島医療圏組合規約第４条の規定は、平成１８年４月１日から適用する。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  議案第１４７号について御説明を申し上げます。 

 八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の変更について。 

 八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約を下記のとおり変更するため、地方自治法第

９６条第１項第５項の規定により議会の議決を求める。本日の提出でございます。 

 契約の目的といたしまして、八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）、契約の方法、随意契約、
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指名競争入札の分でございます。現契約が３億５,４９５万２,５００円、これに３,４７８万

６,５００円の増額をいたしまして、３億８,９７３万９,０００円といたしたいと思っておりま

す。契約の相手方ですが、壱岐市芦辺町諸吉二亦触５６０番地２、株式会社岡本組、代表取締役

岡本一氏。 

 提案理由は、そこに記載のとおりでございます。が、今回は、入札差金の分を変更をいたして

おります。 

 まず、工事の概要でございますけれども、現在発注をいたしておりますのは、上部工まで完成

断面として６０メーターを予定をいたしておりましたが、その入札差金が出ましたので、堤体工

のみ１０メーターを延ばすということでございます。 

 主な工事内容といたしましては、方塊製作を大きさがいろいろあるわけでございますが、

７０トン、６０トンのものを合計２５個、製作を増加いたしまして、同じく、その２５個を据え

つけるというようなものが主なものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  久田財政課長。 

〔財政課長（久田 賢一君） 登壇〕 

○財政課長（久田 賢一君）  認定第４号平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について

説明いたします。 

 平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。 

 次に、決算書の１ページをお開き願います。平成１７年度壱岐市一般会計歳入歳出決算書、歳

入合計２１９億１,１９２万３,７３０円、歳出合計２１２億２,１１７万１,８１７円、歳入歳出

差し引き残額６億９,０７５万１,９１３円となっております。 

 決算の内容につきましては、２ページ以降のとおりでございます。 

 次に、決算書の一般会計の一番最後のページでございます。１４６ページをお開き願います。 

 実質収支に関する調書でございます。先ほどの歳入歳出差し引き残額から４番の翌年度へ繰り

越すべき財源１億５,３０９万９,０００円を差し引きまして、５番実質収支額は５億３,７６５万

３,０００円となっております。 

 次に、決算書の財産に関する調書について説明をいたしますので、決算書の最後の資金のとこ

ろをお開きを願います。 

 財産に関する調書について説明いたします。１ページでございますが、１番公有財産でござい

ます。まず、土地の決算年度中の増減高でございます。消防施設が３９９平方メートル増となっ
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ておりますが、これは防火水槽用地でございます。その下の学校３,３０７平方メートルでござ

いますが、これは実質の増加はございませんで、ここで調整をさせていただいております。それ

から、公営住宅が１,４６８平方メートルは、上町団地、それから寺頭団地の分でございます。

公園につきましては、岳ノ辻公園、それから男女岳地区の分でございます。その他施設５万

９１４平方メートルは、県立埋蔵文化財センター、一支国博物館の用地でございます。宅地の

８７平方メートルの減でございますが、これは払い下げによるものでございまして、３名の方に

払い下げをいたしております。その他の９９２平方メートルの減額は、雑種地等の払い下げでご

ざいます。 

 右の建物の方へ行きます。学校施設１,９０６平方メートルの減、それから、その右の非木造

の減等につきましては、これも土地と同様に調整をさせていただいております。非木造の消防施

設の８４平方メートルでございますが、これは郷ノ浦地区消防団第６分団格納庫の分でございま

す。その他施設の５０９平方メートルでございますが、勝本町自給肥料供給センターの分でござ

います。 

 次のページをお開きを願います。３ページでございます。（３）の動産総括でございますが、

船舶につきましては、フェリーの三島分でございます。浮き桟橋３個は、初瀬漁港、水の元漁港、

八幡漁港の分でございます。これにつきましては、計上漏れということで今回計上させていただ

いております。それから（４）の有価証券につきましては、決算年度中の増減はございません。

内訳につきましては、下記の記載のとおりでございます。 

 次のページをお開き願います。（５）出資による権利でございます。１の長崎県漁業信用基金

協会につきまして５０万円の増資を行っておりまして、合計で一番下の行でございますが５億

２,９４１万円となっております。５ページの２、物品につきましては、車等の購入、それから

廃車分を、それぞれ増減いたしております。 

 次のページ、６ページの一番下の行でございます。合計で決算年度中に２０台ふえまして、末

現在で３８６台となっております。 

 ７ページ、３、債権でございます。地域総合整備資金貸付金につきましては、玄州会、太安閣

など６社への貸しつけでございまして、年度末の現在高が２億６５万７,０００円となっており

ます。災害援護資金貸付金、年度末現在高が９３万６,０００円で、４名分となっております。

高等学校奨学資金貸付金年度末２７万４,０００円、４名分でございます。 

 ４、基金につきましては、年度中の増減高は記載のとおりでございます。 

 一般会計の計で決算年度中に１億５２４万２,０００円減額をいたしまして、５１億４,６２６万

９,０００円となっております。特別会計は、決算年度中に８３４万３,０００円減額をいたしま

して、１２億３,８９７万８,０００円でございます。一般会計、特別会計の合計で、増減額が
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１億１,３５８万５,０００円減額となりまして６３億８,５２４万７,０００円でございます。定

額運用基金につきましては、奨学資金運用基金につきまして１２７万２,０００円積み立てを行

っておりますので、決算年度末の現在高が９億５,５６８万６,０００円でございます。 

 次のページをお開き願います。平成１７年度の定額運用基金の運用状況調書でございますが、

内容につきましては、記載のとおりでございます。 

 あと、資料の３で、各会計の決算概要について添付をいたしております。各会計の実質収支に

関する調書、それから、主要施策の成果説明書、それから最後に決算カードを添付をいたしてお

りますので、あともってごらんいただきたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

〔財政課長（久田 賢一君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  山本市民生活部長。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 登壇〕 

○市民生活部長（山本 善勝君）  認定第５号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、平成１７年度壱岐

市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査

委員の意見を付して議会の認定に付する。平成１８年１２月１日提出。 

 １ページをお開き願います。平成１７年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書、

国民健康保険事業勘定、歳入合計４０億６,１８５万３,５６４円、歳出合計３７億５,７０６万

７,３４８円、歳入歳出差し引き残額３億４７８万６,２１６円、直営診療施設勘定、歳入合計

１億８,９７４万４,６１１円、歳出合計１億５,０１８万４,５２６円、歳入歳出差し引き残額

３,９５６万８５円。 

 ２ページをお開き願います。国民健康保険事業勘定歳入合計でございますが、予算現額３８億

２,３０５万８,０００円、収入済み額４０億６,１８５万３,５６４円、不納欠損額２４７万

１,０７２円。 

 ６ページをお開き願います。歳出合計、予算現額３８億２,３０５万８,０００円、支出済み額

３７億５,７０６万７,３４８円。 

 ８ページをお開き願います。直営診療施設勘定、歳入、歳入合計、予算現額１億６,２８４万

７,０００円、収入済み額１億８,９７４万４,６１１円。 

 １０ページ、１１ページをお開き願います。歳出、歳出合計、予算現額１億６,２８４万

７,０００円、支出済み額１億５,０１８万４,５２６円。 

 ３２ページをお開き願います。国民健康保険事業勘定の実質収支に関する調書、歳入総額

４０億６,１８５万３,０００円、歳出総額３７億５,７０６万７,０００円、歳入歳出差し引き額
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３億４７８万６,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ、実質収支額３億４７８万６,０００円。 

 ４１ページをお開き願います。直営診療施設勘定の実質収支に関する調書、歳入総額１億

８,９７４万５,０００円、歳出総額１億５,０１８万５,０００円、歳入歳出差し引き額

３,９５６万円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼロ、実質収支額３,９５６万円。 

 次に、認定第６号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、平成１７年度壱岐市老人保

健特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して

議会の認定に付する。平成１８年１２月１日提出。 

 １ページをお開き願います。平成１７年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算書、歳入合計

４１億３,３５２万２,７５８円、歳出合計４１億３,３５２万２,７５８円、歳入歳出差し引き残

額ゼロ。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。歳入合計、予算現額４１億３,５８４万６,０００円、

収入済み額４１億３,３５２万２,７５８円。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。歳出合計、予算現額４１億３,５８４万６,０００円、

支出済み額４１億３,３５２万２,７５８円。 

 １４ページをお開き願います。実質収支に関する調書、歳入総額４１億３,３５２万３,０００円、

歳出総額４１億３,３５２万３,０００円、歳入歳出差し引き額ゼロ、翌年度へ繰り越すべき財源

ゼロ、実質収支額ゼロ。 

 続きまして、認定第７号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、平成１７年度壱岐市介

護保険事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見

を付して議会の認定に付する。平成１８年１２月１日提出。 

 １ページをお開き願います。平成１７年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書、歳入

合計２３億７,７００万５,７２２円、歳出合計２３億１,１５３万５９４円、歳入歳出差し引き

残額６,５４７万５,１２８円。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。歳入合計、予算現額２３億７,２１９万６,０００円、

収入済み額２３億７,７００万５,７２２円、不納欠損額１０万１,２００円。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。歳出合計２３億７,２１９万６,０００円、支出済み額

２３億１,１５３万５９４円。 

 １８ページをお開き願います。実質収支に関する調書、歳入総額２３億７,７００万６,０００円、

歳出総額２３億１,１５３万１,０００円、歳入歳出差し引き額６,５４７万５,０００円、翌年度

へ繰り越すべき財源ゼロ、実質収支額６,５４７万５,０００円。 
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 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  中原建設部長。 

〔建設部長（中原 康壽君） 登壇〕 

○建設部長（中原 康壽君）  認定第８号平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定

により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。平成１８年１２月１日でございます。 

 それでは、１ページをお開きお願いをしたいと思います。歳入合計１１億１,６６２万

７,９９９円、歳出合計１１億１,５０１万４,２１９円、歳入歳出差し引き残高１６１万

３,７８０円でございます。 

 ２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。歳入、予算現額１３億７,９１１万

３,０００円、収入済み額１１億１,６６２万７,９９９円。 

 ４ページ、５ページをお開き願いたいと思います。歳出、予算現額１３億７,９１１万

３,０００円、支出済み額１１億１,５０１万４,２１９円、翌年度繰越額２億４,５１９万

９,７００円。 

 ６ページ、７ページをお開きいただきたいと思いますが、２款使用料及び手数料で、使用料の

ところでございますが、調定額が４億４,４１４万９,６４０円、収入済み額が４億３,７５２万

８,０００円で、収納率は９８.５１％でございます。滞納の繰越分が、調定額が２,８６１万

３７０円に対しまして、収入済み額が３７１万８,３２０円でございます。収納率は１３％でご

ざいます。 

 続きまして、１６ページをお開き願いたいと思います。実質収支に関する調書、歳入総額

１１億１,６６２万８,０００円、歳出総額１１億１,５０１万４,０００円、歳入歳出差し引き額

１６１万４,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源はゼロでございます。実質収支額１６１万

４,０００円でございます。 

 何とぞ御審議賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。 

 続きまして、認定第９号平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

平成１７年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、監査委員の意見を付して議会の認定を得る。提出が平成１８年１２月１日でございます。 

 それでは、１ページをお開き願いたいと思います。壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算書、

歳入合計９億１,９６９万４,５４０円、歳出合計９億１,９６９万４,５４０円、差し引きゼロで

ございます。 
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 続きまして、２ページ、３ページをお開き願いたいと思います。歳入の部でございますが、予

算現額が１０億２３７万７,０００円、収入済み額が９億１,９６９万４,５４０円でございます。 

 続きまして、４ページ、５ページをお開き願いたいと思います。歳出でございますが、予算現

額１０億２３７万７,０００円、支出済み額が９億１,９６９万４,５４０円、翌年度繰越額が

７,９３０万円でございます。 

 ６ページ、７ページをお開き願いたいと思いますが、２款使用料及び手数料のところでござい

ますが、現年度分で調定額が１,７１８万６,９６０円、収入済み額が１,６８５万５,２８０円、

収納率が９８％でございます。滞納繰越分につきましては、調定額が７１万１,４４０円でござ

いますが、収入がゼロでございます。 

 続きまして、２０ページをお開き願いたいと思います。実質収支に関する調書、歳入総額９億

１,９６９万５,０００円、歳出合計９億１,９６９万５,０００円、差し引きゼロでございます。

翌年度へ繰り越す財源もゼロでございます。 

 以上、御承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

〔建設部長（中原 康壽君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  山本市民生活部長。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 登壇〕 

○市民生活部長（山本 善勝君）  認定第１０号について御説明申し上げます。 

 平成１７年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算認定について、平成１７年

度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定に

より、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。平成１８年１２月１日提出。 

 １ページをお開き願います。平成１７年度壱岐市特別養護老人ホーム事業歳入歳出決算書、歳

入合計５億１,０２５万９,０８７円、歳出合計４億２,２３３万１,３０６円、歳入歳出差し引き

残額８,７９２万７,７８１円。 

 ２ページ、３ページをお開き願います。歳入合計、予算現額４億５,２８９万２,０００円、収

入済み額５億１,０２５万９,０８７円。 

 ４ページ、５ページをお開き願います。歳出合計、予算現額４億５,２８９万２,０００円、支

出済み額４億２,２３３万１,３０６円。 

 １８ページをお開き願います。実質収支に関する調書、歳入総額５億１,０２５万９,０００円、

歳出総額４億２,２３３万１,０００円、歳入歳出差し引き額８,７９２万８,０００円、翌年度へ

繰り越すべき財源ゼロ、実質収支額８,７９２万８,０００円。 

 以上で説明を終わります。認定のほどよろしくお願い申し上げます。 

〔市民生活部長（山本 善勝君） 降壇〕 
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○議長（深見 忠生君）  喜多産業経済部長。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 登壇〕 

○産業経済部長（喜多 丈美君）  認定第１１号平成１７年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳

出決算認定について、平成１７年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日の提出でござ

います。 

 決算書の三島航路の部分をあけていただきまして１ページでございますが、平成１７年度壱岐

市三島航路事業特別会計歳入歳出決算書、歳入総額１億８２７万４,１７５円、歳出合計１億

８２７万４,１７５円、歳入歳出差し引きゼロ円でございます。 

 ２ページ、３ページをあけていただきまして、使用料から諸収入まででございます。合計で、

先ほど申しましたように、調定額が１億８２７万４,１７５円、収入済み額が１億８２７万

４,１７５円でございます。 

 次に、４、５ページでございますが、予算現額１億９８９万３,０００円、歳出、支出済み額

が１億８２７万４,１７５円となっております。 

 次に、１４ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書、歳入総額１億

８２７万４,０００円、歳出総額１億８２７万４,０００円、歳入歳出差し引きゼロ、実質収支も

ゼロでございます。 

 次に、認定第１２号平成１７年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算認定について、平

成１７年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日の提出でございます。 

 決算書の農業機械銀行の部分をあけていただきたいと思います。１ページでございます。平成

１７年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算書、歳入合計５,６８５万５,５４５円、歳出

合計４,９９３万６,８３２円、歳入歳出差し引き残額６９４万８,７１３円でございます。 

 ２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。歳入の調定額合計で５,７０２万

６,８０５円、収入済み額が５,６８８万５,５４５円、収入未済額が１４万１,２６０円と相なっ

ておりますが、１１月３０日現在の残といたしまして６万７,５００円残っております。収納率

は９９.７１％でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算現額５,１６２万８,０００円に対しまして４,９９３万

６,８３２円となっております。 

 １４ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書、歳入総額５,６８８万

６,０００円、歳出総額４,９９３万７,０００円、歳入歳出差し引き額６９４万９,０００円、翌

年度へ繰り越すべき財源はございませんで、実質収支といたしまして６９４万９,０００円とな
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っております。 

 次に、認定第１３号平成１７年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計歳入歳出決算認定

について、平成１７年度壱岐市芦辺港ターミナルビル事業特別会計歳入歳出決算を地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日の提出でござ

います。 

 芦辺港ターミナルビル事業特別会計の１ページをお開きいただきたいと思います。平成１７年

度芦辺港ターミナルビル事業特別会計歳入歳出決算書、歳入合計３億３,６７５万７,７１３円、

歳出合計３億３,５０８万５,９４９円、歳入歳出差し引き残額１６７万１,７６４円となってお

ります。 

 ２ページ、３ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございますが、調定総額３億

９,６２４万９,７１３円、収入済み額３億３,６７５万７,７１３円、収入未済額が５,９４９万

２,０００円ございますが、これは繰り越しによるものでございます。 

 次に、４、５ページ、歳出でございます。予算額３億９,６２５万円に対しまして、支出済み

額が３億３,５０８万５,９４９円、翌年度に繰り越すべき額が５,９８４万円となっております。 

 次に、１２ページをお開きいただきたいと思います。実質収支に関する調書、歳入総額３億

３,６７５万８,０００円、歳出総額３億３,５０８万６,０００円、歳入歳出差し引き額１６７万

２,０００円、翌年度に繰り越すべき財源のうち２項の繰越明許費繰越額に３４万８,０００円、

５番の実質収支額といたしまして１３２万４,０００円となっております。 

 よろしくお願いをいたします。 

〔産業経済部長（喜多 丈美君） 降壇〕 

○議長（深見 忠生君）  以上で提出議案に対する説明を終わります。 

 説明が終わりましたので、代表監査委員より決算審査の報告を求めます。馬渡代表監査委員。 

〔代表監査委員（馬渡 武範君） 登壇〕 

○代表監査委員（馬渡 武範君）  平成１７年度壱岐市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況の審

査結果について報告をさせていただきます。 

 意見書は、平成１６年度のものがベースになっておりますが、平成１６年度から会計年度の期

間が１２カ月となったことから、本年度から昨年度との比較をしてコメントを入れております。 

 １ページをお開きください。審査は、市長から審査に付された平成１７年度の一般会計と、

９つの特別会計、歳入歳出決算、壱岐市財産に関する調書並びに壱岐市基金運用状況調書につい

て、個別に予備審査を行った後、平成１８年９月２６日から１１月６日までの間に、１２日間、

各会計の関係職員に出席を求め、関係書類による職員から説明を受け、関係法令に準拠して調整

されているか、決算書等の計数は正確か、予算が適正に執行されているか等に主眼を置き、審査
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を実施いたしました。 

 審査の結果、審査に付された各会計、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項明細書、実質収支に

関する調書及び財産に関する調書は、法令に準拠して作成されており、決算計数は、関係諸帳簿

及び証拠書類と照合の結果、正確に処理されているものと認められた。 

 また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合してお

り、正確に処理されているものと認められた。 

 ２ページをお開きください。決算状況につきましては、今年度の一般会計及び特別会計をあわ

せた決算総額は、歳入が３５７億２,２５４万９,０００円、歳出が３４５億２,３８１万

４,０００円で、歳入歳出差し引き額１１億９,８７３万５,０００円でありました。 

 この詳細につきましては、総括の決算規模について２ページから４ページ、収入未済額の状況

について５ページから７ページ、それから、自主財源及び依存財源の状況について８ページ、性

質別歳出の状況について９ページ、一般会計の歳入歳出の状況については、款別に１０ページか

ら２６ページ、特別会計の歳入歳出については、会計ごとに２７ページから４６ページに記載し

ております。 

 そのほか、財産に関する調書、基金運用状況について４７ページから５０ページ、決算審査資

料を５４ページから５７ページにつけさせていただいております。御参考にしていただければと

思います。 

 ５１ページをお開きください。審査意見について、まず最初に、財政状況について。 

 平成１７年度財政力指数が０.２３４、経常収支比率が８９.４％、公債費比率が１５.４％で

財政力指数と一時的に公債費比率が好転はしているものの、経常収支比率は年々悪化の傾向にあ

り、数値を見る限り、危機的状況にあると言っても過言ではないと思います。危機感を持って真

剣に行財政改革に取り組むことが肝要であります。 

 第２に、未収金について。 

 市税の未納額は２億２,４４８万円、国民健康保険税未納額２億７,７０８万５,０００円、そ

の他の保険料、分担金、負担金、使用料、手数料と一般会計、特別会計をあわせると５億

７,２９９万４,０００円で、昨年に対し３,８４７万３,０００円ふえ、極めて多額であります。

市税の徴収は、執行停止、交付要求、差し押さえ等の滞納処分の強化により徴収に努力されてい

ることは評価できるものの、滞納額の減少が見えてこない、これからは平成１７年度に導入した

滞納システムを活用して、時効の中断、徴収経過記録等を敏速に処理するとともに、なお一層の

工夫と努力をして市税の徴収に積極的に取り組んでいただきたい。 

 また、税以外の未収についても滞納要因の分析と時効の中断事務を行い、法令等に即した措置

をとる必要がある。特に、市税、使用料等の収入未済額については、危機的な状況にあることを
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認識し、新たな滞納額の抑制に努め、誠意のない滞納者には、厳正に対処し、市民の負担の公平

と財政の健全化の観点からも、これら未収の解消に特段の努力が必要である。 

 ３番目に、財産と物品の管理について。 

 ４町合併の直後から財産台帳の整備を促してきたが、いまだに完成に至っていない。このため、

今回の決算審査においても、台帳の提示がないために、決算書の財産に関する調書の土地と建物

についての突合は、その手続に入れないことから見送りとした。よって、より迅速な整備を求め

るものである。 

 物品の管理については、物品管理規則により、各課において分離管理されているが、台帳の記

載が不十分なものが散見されるので整備されたい。また、補助事業の事務費を初め、消耗品等の

購入は、各課において予算の執行をなされているが、これを全庁的に集中管理して予算の削減、

均一配分、省力化を図る等検討されたい。 

 第４に、予算の適正な執行について。 

 予算の流用は、依然として１件当たりの金額は高額なものが散見される。予算の流用は、真に

必要、やむを得ないものに限るべきであり、安易な流用は行わないで可能な限り補正予算の手続

を行い、適時的確な予算を議決して執行されたい。 

 予算の不用額は一般会計で４億２,０２６万７,０００円であり、特別会計をあわせると６億

１,９３８万４,０００円である。これからは、予算の積算時において十分に検討するとともに、

入札差金や経費節減等により生じた不用額は、速やかに減額補正を行うようにされたい。 

 また、繰越事業費が前年度より大幅に増額しているが、これは繰り越しの原因を分析し、複数

年にわたる事業の執行計画の根本的な見直しを行い、繰越事業の減少に努められたい。 

 最後に、契約について。 

 随意契約の中で契約の目的、内容が競争入札に適さないということで、１社による随意契約と

し、同一業者に委託しているものが見受けられる。特に、保守点検業務委託等は、専門性を必要

とするため、価格の妥当性が検証しにくいことから、予定価格に業者が見積額を採用しがちであ

るが、一般的な落札率から見て、随意契約においても価格交渉をし、契約額を下げる努力をする

ことが必要である。１社随意契約については、前例を踏襲することがないようにして、価格決定

過程の透明性、公平性の上からも入札制度導入に努められたい。 

 一方、一部の工事以外は、所管課で契約されているが、その取り扱いに差異が見受けられる。

特に、業者の選定をする場合は、市への指名登録を随意受けつけている財政課と協議の上、事務

処理されたい。 

 意見は以上ですが、本市財政は、歳入面では自主財源に乏しく、今後もその伸びが期待できず、

主要財務比率も極めて厳しい状況が続いている。一方、国の財政構造改革などにより、市の財政
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の影響は、より一層厳しさを増すことが予想される。 

 したがって、これからは、市民のニーズにこたえるためにも、一層の経費の節減と財源の重点

的な配分を行い、より効率的な行財政運営に努力されることを望むものである。 

 以上で平成１７年度の決算審査の結果報告を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

〔代表監査委員（馬渡 武範君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

○議長（深見 忠生君）  以上で本日の日程は終了しました。 

 これで散会をいたします。 

午後１時59分散会 

────────────────────────────── 
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